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平成２９年度 小樽市財政健全化審査意見書 
 

第１ 審 査 の 概 要 

１ 審査に付された比率及び書類 

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率（以下「健全化判断

比率」という。）並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類 

 

２ 審 査 の 期 間   平成３０年８月１日 ～ 平成３０年８月２０日 

 

３ 審 査 の 方 法 

市長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類につい

て、関係法令に基づき適正に作成されているかどうかを主眼に、各数値と平成２９年度決算

数値及び地方財政状況調査表の数値と符合しているかどうか、また、各見込額等の算定が適

切かどうかについて確認しました。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

１ 総 合 意 見 

審査に付された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれ

も適正に作成されているものと認められました。 

なお、健全化判断比率の推移は、次のとおりです。 

（単位：％）

早期健全化基準

財 政 再生 基 準

11.73   
20.00   
16.73   
30.00   
25.0   
35.0   
350.0  

健全化判断比率の推移

平成27年度 平成26年度 平成25年度平成28年度

-       

13.7    

-       

8.3     

61.7    

-       -       

-       -       

-       

-       

69.4    75.7    88.4    

10.6    12.2    

将 来 負 担 比 率 48.5    

区　　　分 平成29年度

実 質 赤 字 比 率

連結実質赤字比率

実 質 公 債 費 比 率

-       

7.9     

-       

 

本年度は、実質赤字比率及び連結実質赤字比率はともに生じておらず、また、実質公債費

比率及び将来負担比率は早期健全化基準を下回っています。 
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２ 個 別 意 見 

健全化判断比率の概要及び個別意見は、次のとおりです。 

（１）実質赤字比率 

実質赤字比率は、次の算式で算定する比率で、一般会計等を対象とした実質赤字額の標

準財政規模に対する比率です。 

一般会計等の実質赤字額

標準財政規模
実質赤字比率(％)＝ ×100

 

（単位：千円）

本 年 度 前 年 度

220,644 662,681 △ 442,037

0 0

0 0

△ 220,644 △ 662,681 442,037

31,798,031 32,004,902 △ 206,871

％ ％

-           -           

ﾎﾟｲﾝﾄ

(△ 0.69) (△ 2.07) 1.38

　　 ２　実質黒字比率は、参考として実質赤字比率の例にならい算出し、括弧表示しています。

標 準 財 政 規 模

実 質 赤 字 比 率

実質赤字・黒字比率
※赤字の場合は再掲

(注) １　実質赤字額及び各比率は、赤字を正数で、黒字を負数(△)で表示しています。

実 質 赤 字 比 率

会  計　名
実 質 収 支 額

増  減

一
般
会
計
等

一般会計

住宅事業特別会計

産業廃棄物処分事業特別会計

実 質 赤 字 額

0

0

 

本年度の一般会計等の実質収支は、一般会計で220,644千円の黒字となったことから、実

質赤字比率は生じませんでした。 

この結果、実質黒字比率は0.69％となり、前年度と比較すると1.38ポイント減少しま 

した。 

この主な要因としては、歳入において市税などで予算額を上回ったほか、歳出において

職員給与費、生活保護費の扶助費、他会計繰出金などで不用額を生じたことが挙げられま

す。 

 

（２）連結実質赤字比率 

連結実質赤字比率は、次の算式で算定する比率で、一般会計等のほか公営企業会計等を

含む全会計を対象とした実質赤字額及び資金不足額の合計から実質黒字額及び資金剰余額

の合計を控除した額の標準財政規模に対する比率です。 

(実質赤字額＋資金不足額)－(実質黒字額＋資金剰余額)

標準財政規模
×100連結実質赤字比率(％)＝
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（単位：千円）

本 年 度 前 年 度

一般会計 220,644 662,681 △ 442,037

住宅事業特別会計 0 0 0

産業廃棄物処分事業特別会計 0 0 0

国民健康保険事業特別会計 395,424 367,821 27,603

介護保険事業特別会計 596,406 567,259 29,147

後期高齢者医療事業特別会計 52,301 36,373 15,928

本 年 度 前 年 度

病院事業会計 △ 14,438 59,040 △ 73,478

水道事業会計 1,337,250 1,167,274 169,976

下水道事業会計 81,315 260,074 △ 178,759

産業廃棄物等処分事業会計 1,044,290 942,691 101,599

簡易水道事業会計 612 612

港湾整備事業特別会計 127,464 163,807 △ 36,343

青果物卸売市場事業特別会計 0 0 0

水産物卸売市場事業特別会計 0 0 0

簡易水道事業特別会計 19,330 △ 19,330

△ 3,841,268 △ 4,246,350 405,082

31,798,031 32,004,902 △ 206,871

％ ％

- - 
ﾎﾟｲﾝﾄ

　　 ２　法適用企業とは、地方公営企業法の全部又は一部を適用している事業です。
 　　３　資金不足額又は資金剰余額は、資金不足額を(△)で、資金剰余額を正数で表示しています。

 　　６　簡易水道事業会計は、平成２９年度から地方公営企業法の一部を適用しています。
 　　５　連結実質黒字比率は、参考として連結実質赤字比率の例にならい算出し、括弧表示しています。

一
般
会
計
等

政
令
で
定
め
る

特
別
会
計

法
適
用
企
業

法
非
適
用
企
業

公
営
企
業
会
計

(△ 12.08) (△ 13.26) 1.18

連 結 実 質 赤 字 額

標 準 財 政 規 模

(注) １　政令で定める特別会計とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第２条で規定する
 　　　特別会計です。

 　　４　連結実質赤字額及び各比率は、赤字を正数で、黒字を負数(△)で表示しています。　

連結実質赤字比率

会　　計　　名
実 質 収 支 額

増　減

会　　計　　名
資金不足額又は資金剰余額

増　減

連 結 実 質 赤 字 比 率

連結実質赤字・黒字比率
※赤字の場合は再掲

 

 

本年度は、一般会計等及び政令で定める特別会計において実質収支が赤字となった会計

はありませんでした。また、黒字となった会計は、一般会計、国民健康保険事業特別会計、

介護保険事業特別会計及び後期高齢者医療事業特別会計で、その合計額は1,264,775千円

でした。 

公営企業会計（法適用企業及び法非適用企業）において資金不足が生じた会計は病院事

業会計で、その額は14,438千円でした。また、資金剰余が生じた会計は、水道事業会計、

下水道事業会計、産業廃棄物等処分事業会計、簡易水道事業会計及び港湾整備事業特別会

計で、その合計額は2,590,931千円でした。 
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この結果、実質収支額と資金不足額又は資金剰余額の合計は3,841,268千円の黒字とな

り、連結実質赤字比率は生じませんでした。また、連結実質黒字比率は12.08％で、前年



度と比較すると1.18ポイント減少しました。この主な理由は、実質収支額で369,359千円、

資金剰余額で35,723千円減少したためです。 

＜意 見＞ 

実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、両比率とも生じておらず、本年度は病

院事業会計において資金不足を生じたものの連結実質黒字は確保しております。 

今後の財政運営に当たっては、人口減少などが税収や事業収入などに及ぼす影響が大き

いことから、引き続き収支バランスに留意しながら、一層の財務体質の強化に努められる

ことを期待するものです。 

 

（３）実質公債費比率 

実質公債費比率は、一般会計等が負担する地方債の元利償還金及び準元利償還金の標準

財政規模を基本とした額に対する比率で、次の算式で算定する比率の３か年の平均値です。 

　地方債の元利償還金(公債費充当特定財源を控除)＋準元利償還金

－元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額　

標準財政規模－元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額
実質公債費比率(％)＝ ×100

（単位：千円）

平成29年度 平成28年度 平成27年度 平成26年度

① 地方債の元利償還金 (繰上償還額及び
借換債を財源として償還した額を除く) 5,858,238 5,629,411 5,761,280 6,587,943

② 公債費充当特定財源 1,095,267 1,110,680 1,138,015 1,190,386

③ 準元利償還金 2,342,026 2,391,141 2,249,808 2,210,427

④ 元利償還金・準元利償還金に係る
基準財政需要額算入額 4,949,129 4,822,370 4,605,594 5,035,417

⑤ 標準財政規模 31,798,031 32,004,902 32,680,390 32,635,270

8.02963 7.67957 8.07656 9.32094

実質公債費比率

7.9

8.3

区　　　　　分

各年度の実質公債費比率(％)
(①-②+③-④)／(⑤-④)×100

本年度の実質公債費比率(％)
　（３か年平均）

前年度の実質公債費比率(％)
　（３か年平均）

増減ポイント △ 0.4
 

本年度の実質公債費比率は7.9％で、前年度と比較すると0.4ポイント改善しました。 

この主な理由は、本年度は平成２６年度と比較して準元利償還金で131,599千円増加し 

ましたが、地方債の元利償還金で729,705千円減少したためです。
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（４）将来負担比率 

将来負担比率は、市の実質的負債の財政規模に対する割合で、次の算式で算定します。 

　　将来負担額－(充当可能基金額＋充当可能特定歳入

＋地方債残高等に係る基準財政需要額算入見込額)　

標準財政規模－元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額
×100将来負担比率(％)＝

（単位：千円）

本年度 前年度

将来負担額              　       Ａ 78,047,504 82,095,524 △ 4,048,020

地方債の現在高 50,652,204 52,365,184 △ 1,712,980

債務負担行為に基づく支出予定額 57,375 63,983 △ 6,608

公営企業債等繰入見込額 15,874,488 17,898,775 △ 2,024,287

組合負担等見込額 2,202,660 2,509,171 △ 306,511

退職手当負担見込額 9,259,277 9,256,561 2,716

設立法人の負債額等負担見込額 1,500 1,850 △ 350

連結実質赤字額 - -

組合連結実質赤字額負担見込額 - -

充当可能財源等　　　　　 　      Ｂ 65,008,340 65,321,416 △ 313,076

充当可能基金 6,304,421 5,018,417 1,286,004

充当可能特定歳入 7,650,515 7,845,694 △ 195,179

基準財政需要額算入見込額 51,053,404 52,457,305 △ 1,403,901

将来負担額－充当可能財源等　　　 Ｃ（Ａ－Ｂ） 13,039,164 16,774,108 △ 3,734,944

標準財政規模                     Ｄ 31,798,031 32,004,902 △ 206,871

算入公債費等の額             　  Ｅ 4,949,129 4,822,370 126,759

標準財政規模－算入公債費等の額   Ｆ（Ｄ－Ｅ） 26,848,902 27,182,532 △ 333,630

ﾎﾟｲﾝﾄ
　　 将来負担比率（％）     Ｃ/Ｆ×100 48.5 61.7 △ 13.2

将来負担比率

増　減
金　　　額

区　　　　　分

-

-

 
本年度の将来負担比率は48.5％で、前年度と比較すると13.2ポイント改善しました。 

この主な理由は、将来負担額の地方債現在高で1,712,980千円、公営企業債等繰入見込額

で2,024,287千円減少したためです。 

 

＜意 見＞ 

実質公債費比率及び将来負担比率については、それぞれ早期健全化基準を下回り、かつ、

改善が見受けられることは、これまでの財政健全化に向けた取組の成果であると評価する

ものです。 

今後の財政運営に当たっては、老朽化施設等の更新の必要性が高まるなど、財政負担の

増加も懸念されますので、中長期的な視点に立ち計画的な事業の実施に努められることが

肝要と考えます。 
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